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緊急事態宣言解除 

定例活動を再開します！ 
５月 26日(火)、昨日、安倍総理大臣より新型コロナウイルスに対する緊急事態宣言全面解

除が発せられました。これまで、わずかに自主活動で続けてまいりましたが、この宣言に

よって今

週から従

来通り定

例活動を

実施いた

します。 

完全終息

するまで

マスクの

着用など

の対策は

しっかり

準備して

参加して

下さい。 

無理をし

ない、安

全第一で

実施いた

します。 

草加パドラーズ「私達の活動の方針」 
引き続き、三つの密を避けて実施します。 

➀広い屋外空間で活動します。 

②密集せず、距離を保ち、飛沫感染を防ぎます。 

③マスク、手洗い、うがいを徹底します。 



今年も環境省と日本財団に協力します !  


